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今月の表紙

大津小学校ＰＴＡや
漁協関係者の協力の
もと、長節湖におい
て大津小学校、大津
保育所、豊頃小学校
の4年生が地引網を
体験しました。

町内の交通事故

交通事故死ゼロ1,386日
令和 4年１月１日

～ 6月 10 日（前年比）

発生	 ０件（	ー1）
死者	 ０人（　０）
傷者	 ０件（	ー1）

役場などの連絡先
◆役　場
　☎（574）2211（代表）・FAX（574）3750（総務課）
◆各課等（ダイヤルイン）
　総　務　課	 …………………☎（574）2211
　住　民　課	 …………………☎（574）2213
　福　祉　課	 …………………☎（574）2214
　施　設　課	 …………………☎（574）2215
　企　画　課	 …………………☎（574）2216
　産　業　課	 …………………☎（574）2217
　農業委員会	 …………………☎（574）2218
　議会事務局	 …………………☎（574）2222
　教育委員会（教育課）		 ………☎（579）5801
　　　　　　（図書館）	 ………☎（579）5802
◆支所・出先機関・町内関係機関
　大津支所	 ……………………☎（575）2021
　こどもプラザとよころ	 ……☎（574）3931
　保健センター	 ………………☎（574）3141
　給食センター	 ………………☎（574）4600
　社会福祉協議会	 ……………☎（574）3143
			ココロコテラス	 ……………☎（578）7202
◆地域情報通信基盤施設の故障受付窓口
　NTT東日本データセンタ	☎ 0120（860）023
　〔24 時間 365 日受付〕

ホームページ
豊頃町	 http://www.toyokoro.jp/
豊頃町社会福祉協議会

　http://toyokoro-shakyo.com/

豊頃町の人口と世帯

5月 31 日現在（前月比）
住民基本台帳に基づく

人口	 3,002 人（－ 7）
　男	 1,459 人（－ 2）
　女	 1,543 人（－ 5）
世帯	1,481 世帯（＋ 2）

目次	 CONTENTS

7 月 10 日は、第 26 回参議院議員
通常選挙の投票日です

広報とよころ────────────────

04	 はるにれは見ていた「小中学校で体育祭・運動会	
	 が行われました」ほか

06	 豊頃町で働く若者を支援します！
07	 新型コロナワクチン 4回目接種のお知らせ
08	 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金のお知らせ
	 子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ	ほか

09	 後期高齢者医療制度のお知らせ
10	 令和 4年度介護保険料額のお知らせ
11	 国民年金からのお知らせ
12	 駐在だより‐地域安全ニュース
13	 通話録音装置を無償で貸出します
	 令和 4年度季節労働者資格取得促進事業

14	 町民プールからのお知らせ‐応急手当教室
	 参加者募集‐『図入りご当地ナンバープレート」
	 導入に向けてご意見をお聞かせください

15	 我が家のアイドル‐町民文芸
16	 みんなの図書館「読み聞かせ会のお知らせ」ほか

役場だより─────────────────

17	 INFORMATION　◎目次あり
	 主な施設の行事予定　ほか

──────────────────────
裏	 とよころカレンダー

	 互産互生市『全国ぎょうざ祭り』

	 桐朋トランペット	アンサンブル	コンサート
with 豊頃中学校吹奏楽部

　

町
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
「
選
挙
人
名
簿
」
に
登
録

さ
れ
て
い
れ
ば
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
選
挙
人
名
簿
が

登
録
さ
れ
る
の
は
満
18
歳
以
上
の
日
本
国
民
で
、
次
の
い
ず
れ
か

の
資
格
を
有
す
る
人
で
す
。

○
平
成
16
年
７
月
11
日
以
前
に
出
生
し
、
本
町
の
住
民
基
本
台
帳

に
引
き
続
き
３
か
月
以
上
登
録
さ
れ
て
い
る
人
。

○
令
和
４
年
３
月
21
日
以
前
に
転
入
し
、
本
町
の
住
民
基
本
台
帳

に
引
き
続
き
３
か
月
以
上
登
録
さ
れ
て
い
る
人
。

○
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
引
き
続
き
３
か
月
以
上
登
録
さ
れ
て

い
た
人
で
、
令
和
４
年
３
月
22
日
か
ら
令
和
４
年
７
月
10
日
ま

で
に
転
出
さ
れ
た
人
。

投
票
で
き
る
方
は
…

　

仕
事
の
都
合
や
旅
行
な
ど
で
、
投
票
日
の
投
票
が
困
難
な
人
は

選
挙
の
公
示
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
、
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
投
票
所
に
お
越
し
の
際
は
「
投

票
所
入
場
券
」
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
の
投
票
が
困
難
な
方
は
…

７７
月
10
日
は
、	

第
26
回	

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票
日
で
す

＊入場券をお確かめのうえ、投票所にお越しください＊

投票時間

7：00
～

19：00

区 域

茂岩一区、茂岩二区、茂岩三区、茂岩四区、
茂岩五区、茂岩六区、牛首別区、茂岩南区、
下農野牛区、農野牛区、礼作別区、旅来区

二宮東区、二宮中央区、二宮西区、湧洞区

統内区、二里塚区、平和区

十弗町内区、礼文内区、十弗西区の一部

豊頃一区、豊頃二区、豊頃三区、上幌岡区、
下幌岡区、豊頃区

中央一区、中央二区、中央三区、
十弗西区の一部

大津一区、大津二区、長節区

投 票 所

豊頃町える夢館

二宮構造改善センター

統内生活センター

十弗農業センター

豊頃地域
コミュニティセンター

中央区
コミュニティセンター

大津地域
コミュニティセンター

投 票 区

1

2

3

4

5

6

7

期
日
前
投
票
期
間　

７
月
９
日
（
土
）
ま
で

８
時
30
分
～
20
時
ま
で　

▽
期
日
前
投
票
所　

役
場
２
階
会
議
室

入
場
券
を
確
か
め
て

　

投
票
所
入
場
券
は
、
封
書
で
各
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
て
お
り
ま

す
。
入
場
券
の
氏
名
お
よ
び
投
票
所
を
確
認
の
う
え
お
越
し
く
だ

さ
い
。
ま
た
入
場
券
を
破
損
・
紛
失
し
た
場
合
※

で
も
、
投
票
所

で
係
員
に
申
し
出
て
い
た
だ
け
れ
ば
投
票
で
き
ま
す
。

	

※
入
場
券
を
破
損
・
紛
失
し
た
場
合
…
本
人
確
認
を
円
滑
に
行
う
た
め
、身
分
証
明
書
等
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
豊
頃
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
豊
頃
町
役
場
内
）
☎
（
574
）
２
２
１
１
内
線

２
１
６
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
選
挙
で
は
、
北
海
道
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
と
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
２
種
類
の
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

北
海
道
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者
個
人
の
氏
名
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
投

票
用
紙
に
は
、
政
党
名
ま
た
は
そ
の
略
称
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
か
候
補
者
個
人
の
氏
名
を
書
い
て
投
票
し
ま
す
。

投票日

サイレンの
吹鳴を行います

明るく正しい選挙の啓
発普及と危険防止を呼
び掛けるために7月10日

（日）、次のとおりサイレ
ンを吹鳴します。

● 時 間
午前7時（投票開始時間）
午後 6 時（ 投 票 所 閉 鎖
1 時間前）

● 地 区
茂岩・中央区・豊頃・大津・
十弗の各地区

　

ま
た
、
町
外
に
滞
在
中
の
方
は
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
事
前
に
豊
頃
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ

投
票
用
紙
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

町
外
に
滞
在
中
の
方
は
…

入
院
中
の
方
は
…

体
が
不
自
由
な
方
は
…

　

北
海
道
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
に
入
院
・
入
所
中
の
方
は
施
設
内
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
入
院
・
入
所
先
の
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

体
が
不
自
由
で
投
票
所
に
行
け
な
い
方
は
、
自
宅
で
郵
便
に
よ

る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
こ
の
方
法
で
投
票
で
き
る
方
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
（
要
件

が
あ
り
ま
す
）、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
に
要
介
護
５
と
記
載
さ

れ
て
い
る
方
で
、あ
ら
か
じ
め「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
交
付（
町

選
挙
管
理
委
員
会
に
申
請
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。


